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新潟県市町村総合事務組合管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則を次のとおり

公布する。 

 令和 6年 5月 16日 

            新潟県市町村総合事務組合公平委員会委員長 勝 見 洋 人 

 

新潟県市町村総合事務組合公平委員会規則第 1号 

   新潟県市町村総合事務組合管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則 

新潟県市町村総合事務組合管理職員等の範囲を定める規則（平成 16 年公平委員会規則第 11 号）

の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

別表第１（第２条関係） 

 

８ 五 泉 市 

機   関 職 

 （略） 

幼 稚 園  （略） 

認定こども園 園長 

図 書 館  （略） 

 （略） 

 

22 関 川 村 

機   関 職 

 （略） 

長 部 局 

政策監 課長 室長 班長 

 

 

 （略） 

 （略） 

 

別表第２（第２条関係） 

 

 

 

 

 

 

13 魚沼地区障害福祉組合 

（略） 

 

14 魚沼地域特別養護老人ホーム組合 

（略） 

 

15 津南地域衛生施設組合 

（略） 

16 新潟県市町村総合事務組合 

（略） 

別表第１（第２条関係） 

 

８ 五 泉 市 

機   関 職 

 （略） 

幼 稚 園  （略） 

図 書 館  （略） 

 （略） 

 

22 関 川 村 

機   関 職 

 （略） 

長 部 局 

課長 班長 

（地域政策課関係） 

脱炭素推進室長 

 （略） 

 （略） 

 

別表第２（第２条関係） 

 

13 寺泊老人ホーム組合 

機   関 職 

養護老人 

ホ ー ム 
所長 

 

14 魚沼地区障害福祉組合 

（略） 

 

15 魚沼地域特別養護老人ホーム組合 

（略） 

 

16 津南地域衛生施設組合 

（略） 

17 新潟県市町村総合事務組合 

（略） 
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備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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正誤 

 

 令和 6年 3月 29日付け新潟県市町村総合事務組合規則第 5号（新潟県市町村総合事務組合会

計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則）中 

ページ 行 誤 正 
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新潟県市町村総合事務組合規則第 4号 

 

新潟県市町村総合事務組合規則第 5号 
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